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三

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
七
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
四
月
四
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

フ
ァ
ミ
リ
ー
ハ
ウ
ス
由
布　

Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ 

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

末　

延　

聡　

一

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一
番
地　

大
分
大
学
医
学
部
小
児
科
学
講
座
七
〇
一
号
室

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

 　

こ
の
法
人
は
、
小
児
の
が
ん
や
、
心
疾
患
、
痙
攣
、
発
達
障
害
等
の
病
気
で
通
院
な
い
し
入
院
治
療
を

受
け
る
子
ど
も
た
ち
及
び
そ
の
家
族
を
支
援
し
、
家
族
が
協
力
、
安
心
し
て
治
療
を
受
け
ら
れ
る
環
境
作

り
を
目
的
と
す
る
。　

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
八
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

申
請
の
概
要

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

宇
佐
市
山
本
二
千
二
百
三
十
一

－

一

　
　
　
　

三
和
酒
類
株
式
会
社



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

下　

田　

雅　

彦

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

宇
佐
市
山
本
二
千
二
百
三
十
一

－

一

　
　
　
　

三
和
酒
類
株
式
会
社　

本
社
工
場

　

３　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

　
　

 　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
十
号
イ　

原
料
処

理
施
設
及
び
同
号
ヘ　

蒸
留
施
設

種

類

原
料
処
理
施
設

能

力

二
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
／
回

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

許
可
後

使

用

開

始

予

定

年

月

日

許
可
後

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚

水

等

の

一

日

当

た

り

の

量

単　

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

　
　
　
　

六

　
　
　
　
　

六
・
五

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単　

位

通

常

の

値

最

大

の

値　

水

素

イ

オ

ン

濃

度

　
　
　
　

五

　
　
　
　

四　

生

物

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

二
、
一
〇
〇

二
、
四
〇
〇　

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

一
、
六
〇
〇

一
、
八
〇
〇　

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
、
一
〇
〇

一
、
五
〇
〇　

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

八

　
　
　

一
五　

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

五

　
　
　

一
〇　

種

類

蒸
留
施
設

能

力

二
、
〇
〇
〇
Ｌ
／
回

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

許
可
後

使

用

開

始

予

定

年

月

日

許
可
後

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

八
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚

水

等

の

一

日

当

た

り

の

量

単　

位

通 

常 

の 

値

最 

大 

の 

値

㎥
／
日

　
　
　
　

一

　
　
　
　
　

一
・
五

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単　

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

　
　
　
　

五

　
　
　
　

四　

生

物

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

　
　

九
〇
〇

一
、
〇
〇
〇　

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

　
　

七
〇
〇

　
　

七
五
〇　

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

　
　
　

五
〇

　
　
　

六
〇　

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

二

　
　
　
　

三　

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

二

　
　
　
　

三　

４　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

　
　

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
は
、
全
て
公
共
下
水
道
へ
放
流
す
る
。

５　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

排

水

口

名

№１

一

日

当

た

り

の

排

出

水

量

単　

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日
　
　
　

三
五
〇　
　
　

一
、
〇
〇
〇　
　

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単　

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

生

物

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

―

―

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

二
・
〇

　
　
　
　

三
・
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

二
・
〇

　
　
　
　

三
・
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　

〇　

　
　
　
　

一
・
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

　
　
　

〇　

　
　
　
　

一
・
〇

大

腸

菌

群

数

個
／
㎤

三
、
〇
〇
〇
以
下

三
、
〇
〇
〇
以
下

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
含
有
量

㎎
／
ℓ

　
　
　
　

一
以
下

　
　
　
　

七
・
〇

そ

の

他

参

考

と

な

る

べ

き

事

項

公
共
用
水
域
へ
の
排
出
は
冷
却
水
の
み

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
一
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
宇
佐
市
役
所



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
九
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

加
入
区
の
名
称

　
　

北
海
部
第
三
加
入
区

二　

加
入
区
の
区
域

　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
臼
杵
市
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三　

加
入
区
の
区
分

　
　

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
百
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前 

後 

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

一
般
国
道
四 

四
二
号

大
分
市
大
字
下
原
字
岩
下
一 

六
三
四
番
二
か
ら

大
分
市
大
字
下
原
字
原
二
五

九
二
番
一
地
先
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

三
一
・
八

　

～　

四
・
七

メ
ー
ト
ル

一
、
四
九
四
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

大
分
市
大
字
下
原
字
岩
下
一 

六
三
三
番
か
ら

大
分
市
大
字
下
原
字
原
二
六

一
五
番
三
ま
で

Ｂ

五
四
・
四

　

～
一
四
・
〇

一
、
三
三
一
・
四

大
分
市
大
字
下
原
字
岩
下
一 

六
三
三
番
か
ら

大
分
市
大
字
下
原
字
原
二
六 

一
五
番
三
ま
で

後

Ｂ

五
四
・
四

　

～
一
四
・
〇

一
、
三
三
一
・
四

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
三
十
年
四
月
十
四
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員

及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

　

一
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
五
九
五
人

二　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

　

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

　

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

　

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

　

に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

　

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

二
二
二
、
四
六
八
人

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

　

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万

　

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

　

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

四

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
・
公
告
）

　

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

　

し
て
得
た
数
）

　

大　
　

分　
　

市　
　
　
　
　

一
三
二
、
〇
一
一
人

　

別　
　

府　
　

市　
　
　
　
　
　

三
二
、
八
四
四
人

　

中　
　

津　
　

市　
　
　
　
　
　

二
三
、
一
五
七
人

　

日　
　

田　
　

市　
　
　
　
　
　

一
八
、
七
〇
一
人

　

佐　
　

伯　
　

市　
　
　
　
　
　

二
〇
、
九
六
九
人

　

臼　
　

杵　
　

市　
　
　
　
　
　

一
一
、
二
四
九
人

　

津

久

見

市　
　
　
　
　
　
　

五
、
三
四
五
人

　

竹　
　

田　
　

市　
　
　
　
　
　
　

六
、
五
六
四
人

　

豊

後

高

田

市　
　
　
　
　
　
　

六
、
四
九
八
人

　

杵　
　

築　
　

市　
　
　
　
　
　
　

八
、
五
二
七
人

　

宇　
　

佐　
　

市　
　
　
　
　
　

一
六
、
〇
四
九
人

　

豊

後

大

野

市　
　
　
　
　
　

一
〇
、
六
七
八
人

　

由　
　

布　
　

市　
　
　
　
　
　
　

九
、
七
四
三
人

　

国
東
市
・
姫
島
村　
　
　
　
　
　
　

九
、
〇
一
三
人

　

日　
　

出　
　

町　
　
　
　
　
　
　

七
、
九
一
三
人

　

九
重
町
・
玖
珠
町　
　
　
　
　
　
　

七
、
三
二
六
人　

○
公
安
委
員
会
告
示

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
3
8
号

　
風

俗
営

業
等

の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
3年

法
律

第
122号

）
第

38条
第

１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
少

年
指

導
委

員
を

委
嘱

し
た

。

　
　

平
成

30年
４

月
20日

 
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
　

小
　

　
　

山
　

　
　

康
　

　
　

直
　

氏
　

　
名

連
　

　
　

　
絡

　
　

　
　

先
活

　
動

　
区

　
域

江
上

　
育

代
大

分
市

荷
揚

町
５

番
６

号
　

大
分

中
央

警
察

署
大

分
中

央
警

察
署

の
管

轄
区

域
佐

藤
　

久
美

加
藤

　
和

芳
大

分
市

大
字

鶴
崎

2200番
地

の
８

　
大

分
東

警
察

署
大

分
東

警
察

署
の

管
轄

区
域

尾
﨑

　
善

代
大

分
市

大
字

横
瀬

2212番
地

１
　

大
分

南
警

察
署

大
分

南
警

察
署

の
管

轄
区

域

永
尾

　
福

康

別
府

市
田

の
湯

町
13番

13号
　

別
府

警
察

署
別

府
警

察
署

の
管

轄
区

域
佐

野
　

満
子

岡
田

　
賢

二

奥
　

　
秀

則
宇

佐
市

大
字

上
田

1010番
地

の
１

　
宇

佐
警

察
署

宇
佐

警
察

署
の

管
轄

区
域

北
　

　
哲

二
中

津
市

中
央

町
一

丁
目

２
番

10号
　

中
津

警
察

署
中

津
警

察
署

の
管

轄
区

域

太
田

　
芳

則
玖

珠
郡

玖
珠

町
大

字
塚

脇
467番

地
　

玖
珠

警
察

署
玖

珠
警

察
署

の
管

轄
区

域
河

野
　

孝
文

池
内

　
晴

一
竹

田
市

大
字

拝
田

原
221番

地
　

竹
田

警
察

署
竹

田
警

察
署

の
管

轄
区

域

藤
田

喜
八

郎
臼

杵
市

大
字

臼
杵

72番
地

の
61　

臼
杵

津
久

見
警

察
署

臼
杵

津
久

見
警

察
署

の
管

轄
区

域

○
公
　
　
　
　
告

平
成

30年
度

大
分

県
職

員
採

用
上

級
試

験
及

び
医

療
免

許
資

格
職

試
験

Ⅰ
公

告

　
　

平
成

30年
４

月
20日

 
大

　
分

　
県

　
人

　
事

　
委

　
員

　
会

　

　
次

の
と

お
り

、
平

成
30年

度
大

分
県

職
員

採
用

上
級

試
験

及
び

医
療

免
許

資
格

職
試

験
Ⅰ

を
行

い
ま

す
。

１
　

試
験

種
類

、
試

験
区

分
、

採
用

予
定

者
数

及
び

職
務

の
内

容

種
　

類
試

験
区

分
採

用
予

定
者

数
職

務
の

内
容

上
　

級

行
政

77人

知
事

部
局

、
教

育
委

員
会

等
に

勤
務

し
、

一
般

行
政

事
務

に
従

事
し

ま
す

。

な
お

、
県

立
学

校
に

勤
務

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

教
育

事
務

17人
教

育
委

員
会

又
は

市
町

村
立

学
校

に
勤

務
し

、
教

育
事

務
に

従

事
し

ま
す

。

警
察

事
務

12人

警
察

本
部

、
県

内
各

警
察

署
等

に
勤

務
し

、
警

察
事

務
に

従
事

し
ま

す
（

当
直

、
交

替
制

等
の

変
則

的
勤

務
を

伴
う

場
合

が
あ

り
ま

す
。

）
。

司
書

３
人

県
立

学
校

の
図

書
館

に
勤

務
し

、
司

書
業

務
及

び
学

校
事

務
に

従
事

し
ま

す
。

ま
た

、
県

立
図

書
館

等
に

勤
務

し
、

専
門

の
業

務
に

従
事

し
ま

す
。



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

五

大
分
県
報
（
公
告
）

上
　

級

建
築

４
人

知
事

部
局

、
教

育
委

員
会

等
に

勤
務

し
、

専
門

の
業

務
に

従
事

し
ま

す
。

化
学

２
人

知
事

部
局

に
勤

務
し

、
そ

れ
ぞ

れ
専

門
の

業
務

に
従

事
し

ま

す
。

農
業

15人

畜
産

３
人

林
業

８
人

水
産

４
人

総
合

土
木

15人
知

事
部

局
又

は
企

業
局

に
勤

務
し

、
専

門
の

業
務

に
従

事
し

ま

す
。

機
械

１
人

知
事

部
局

、
教

育
委

員
会

、
企

業
局

等
に

勤
務

し
、

そ
れ

ぞ
れ

専
門

の
業

務
に

従
事

し
ま

す
。

電
気

１
人

医
療

免

許
資

格

職
Ⅰ

管
理

栄
養

士
２

人
知

事
部

局
又

は
病

院
局

に
勤

務
し

、
専

門
の

業
務

に
従

事
し

ま

す
。

保
健

師
８

人
知

事
部

局
、

教
育

委
員

会
等

に
勤

務
し

、
専

門
の

業
務

に
従

事

し
ま

す
。

計
172人

　
　

注
１

　
申

込
み

で
き

る
試

験
区

分
は

､こ
の

う
ち

一
つ

に
限

り
ま

す
。

　
　

　
　

　
ま

た
､申

込
書

の
受

付
後

に
試

験
区

分
を

変
更

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。

　
　

注
２

　
採

用
予

定
者

数
は

､今
後

の
欠

員
等

の
状

況
に

よ
り

変
更

に
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

２
　

受
験

資
格

　
⑴

　
年

齢
等

上
　

　
級

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

　
①

平
成

元
年

４
月

２
日

か
ら

平
成

９
年

４
月

１
日

ま
で

に
生

ま
れ

た
者

　
②

 平
成

９
年

４
月

２
日

以
降

に
生

ま
れ

た
者

で
、

学
校

教
育

法
（

昭
和

22年
法

律
第

26号
）

に
よ

る
大

学
（

４
年

制
以

上
の

も
の

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
平

成
31年

３
月

ま
で

に
卒

業

見
込

み
の

者
（

大
分

県
人

事
委

員
会

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
者

を
含

む
。

）

医
療

免
許

資
格

職
Ⅰ

管
理

栄
養

士
平

成
元

年
４

月
２

日
か

ら
平

成
９

年
４

月
１

日
ま

で
に

生
ま

れ
た

者

保
　

健
　

師
昭

和
59年

４
月

２
日

か
ら

平
成

10年
４

月
１

日
ま

で
に

生
ま

れ
た

者

　
注

 　
「

大
分

県
人

事
委

員
会

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
者

」
に

つ
い

て
は

、
大

分
県

人
事

委
員

会

事
務

局
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

　
⑵

　
国

籍

　
　

　
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
も

受
験

で
き

ま
す

（
「

警
察

事
務

」
を

除
く

。
）

。

　
　

 　
た

だ
し

､
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
は

､
採

用
時

に
職

務
に

従
事

可
能

な
在

留
資

格
が

な
い

場
合

は

採
用

さ
れ

ま
せ

ん
。

　
　

 　
ま

た
､

日
本

国
籍

を
有

し
な

い
者

の
任

用
に

当
た

っ
て

は
､

「
公

権
力

の
行

使
又

は
公

の
意

思
形

成

へ
の

参
画

に
携

わ
る

職
に

は
就

け
な

い
」

と
い

う
公

務
員

の
基

本
原

則
に

沿
っ

た
任

用
が

行
わ

れ
ま

す

（
詳

し
く

は
６

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

）
。

　
⑶

　
資

格
・

免
許

　
　

　
次

の
試

験
区

分
の

受
験

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
資

格
又

は
免

許
が

必
要

で
す

。

種
　

類
試

験
区

分
資

　
格

 ・
 免

　
許

上
級

司
書

図
書

館
法

（
昭

和
25年

法
律

第
118号

）
に

規
定

す
る

司
書

の
資

格
を

有
す

る
者

又
は

平
成

31年
３

月
31日

ま
で

に
取

得
見

込
み

の
者

医
療

免
許

資
格

職
Ⅰ

管
理

栄
養

士
栄

養
士

法
（

昭
和

22年
法

律
第

245号
）

に
規

定
す

る
管

理
栄

養
士

の
免

許
を

有

す
る

者
又

は
平

成
31年

６
月

30日
ま

で
に

取
得

見
込

み
の

者

保
健

師
保

健
師

助
産

師
看

護
師

法
（

昭
和

23年
法

律
第

203号
）

に
規

定
す

る
保

健
師

の

免
許

を
有

す
る

者
又

は
平

成
31年

５
月

31日
ま

で
に

取
得

見
込

み
の

者

　
注

 　
上

記
の

資
格

又
は

免
許

を
取

得
見

込
み

の
者

は
､

各
取

得
期

限
ま

で
に

取
得

で
き

な
か

っ
た

場
合

に
 

は
､

こ
の

試
験

に
合

格
し

て
も

採
用

さ
れ

ま
せ

ん
。

　
⑷

　
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25年
法

律
第

261号
）

第
16条

に
該

当
す

る
者

は
受

験
で

き
ま

せ
ん

。

３
　

試
験

の
実

施

　
⑴

　
試

験
日

時
及

び
試

験
会

場

試
　

験
試

　
験

　
日

　
時

試
　

験
　

会
　

場
備

　
　

考

第
１

次

試
　

験

平
成

30年
６

月
24日

（
日

）

入
室

開
始

　
午

前
８

時
30分

着
席

完
了

　
午

前
９

時

試
験

時
間

　
教

養
試

験
　

午
前

９
時

30分
か

ら

　
　

　
　

　
　

12時
ま

で

　
専

門
試

験
　

午
後

１
時

30分
か

ら

　
　

　
　

　
　

３
時

30分
ま

で

大
分

会
場

　
大

分
県

立
大

分
舞

鶴
高

等
学

校

　
　

（
 大

分
市

今
津

留
１

丁
目

19

番
１

号
）

　
大

分
県

庁

　
　

（
 大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１

番
１

号
）

関
東

会
場

　
 國

學
院

大
學

た
ま

プ
ラ

ｰ
ザ

キ

大
分

会
場

又
は

関
東

会
場

の
い

ず
れ

か
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。大
分

会
場

受
験

者
は

､

別
途

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
が

会
場

を
指

定
し

ま
す

。



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

六

大
分
県
報
（
公
告
）

（
注

）
遅

刻
者

は
試

験
開

始
後

､
3
0

分
を

経
過

し
た

ら
入

室
で

き
ま

せ

ん
。

　
ャ

ン
パ

ス

　
　

（
 神

奈
川

県
横

浜
市

青
葉

区

新
石

川
３

丁
目

2
2
番

１

号
）

第
２

次

試
　

験

論
文

試
験

・
専

門
試

験
・

適
性

検
査

平
成

30年
７

月
10日

（
火

）

ホ
ル

ト
ホ

ｰ
ル

大
分

　
（

 大
分

市
金

池
南

１
丁

目
５

番

１
号

）

大
分

県
庁

　
（

 大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番

１
号

）

試
験

会
場

等
は

第
１

次
試

験
合

格
通

知
の

際
､
本

人
に

通
知

し
ま

す
。

面
接

試
験

平
成

30年
７

月
下

旬
か

ら
８

月
上

旬

ま
で

の
指

定
す

る
１

日

大
分

県
公

文
書

館

　
 （

大
分

市
王

子
西

町
14番

１
号

）

試
験

日
時

は
第

１
次

試
験

合
格

通
知

の
 

際
､
本

人
に

通
知

し
ま

す
。

　
注

 　
試

験
会

場
へ

の
自

動
車

の
乗

り
入

れ
及

び
試

験
会

場
周

辺
に

お
け

る
駐

車
や

送
迎

時
の

駐
停

車
は

で

き
ま

せ
ん

。

　
⑵

　
試

験
の

内
容

　
　

次
の

試
験

を
大

学
卒

業
程

度
の

内
容

で
実

施
し

ま
す

。

　
　

ア
　

第
１

次
試

験

　
　

　
　

受
験

者
全

員
に

対
し

て
次

の
試

験
種

目
を

実
施

し
ま

す
。

　
　

　
ア

　
教

養
試

験

　
　

　
　

 　
公

務
員

と
し

て
必

要
な

一
般

的
知

識
（

社
会

、
人

文
、

自
然

）
及

び
知

能
（

文
章

理
解

（
英

文

を
含

む
。

）
、

判
断

推
理

、
数

的
推

理
、

資
料

解
釈

）
に

つ
い

て
択

一
式

に
よ

る
筆

記
試

験
を

し

ま
す

。

　
　

　
　

　
50問

出
題

し
、

全
問

必
須

解
答

と
し

ま
す

。
（

２
時

間
30分

　
80点

）

　
　

　
イ

　
専

門
試

験

　
　

　
　

　
専

門
的

知
識

、
技

術
等

の
能

力
に

つ
い

て
択

一
式

に
よ

る
筆

記
試

験
を

し
ま

す
。

　
　

　
　

 　
40問

出
題

し
、

全
問

必
須

解
答

と
し

ま
す

。
た

だ
し

、
総

合
土

木
の

試
験

区
分

に
つ

い
て

は
、

 

55問
出

題
中

、
25問

を
必

須
解

答
、

残
り

30問
の

中
か

ら
任

意
の

15問
を

選
択

解
答

と
し

ま
す

。

（
２

時
間

　
120点

）

　
　

　
　

　
試

験
区

分
ご

と
の

出
題

分
野

は
別

表
１

の
と

お
り

で
す

。

　
　

イ
　

第
２

次
試

験

　
　

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

対
し

て
次

の
試

験
種

目
を

実
施

し
ま

す
。

　
　

　
ア

　
論

文
試

験
（

事
務

系
職

種
（

「
行

政
」

､「
教

育
事

務
」

及
び

「
警

察
事

務
」

）
で

実
施

）
　

　
　

　
　

　
職

務
の

遂
行

に
必

要
な

論
理

性
､表

現
力

等
に

つ
い

て
筆

記
試

験
を

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
（

１
時

間
20分

　
60点

）

　
　

　
イ

 　
専

門
試

験
（

技
術

系
職

種
（

「
行

政
」

、
「

教
育

事
務

」
及

び
「

警
察

事
務

」
以

外
）

で
実

施
）

　
　

　
　

　
専

門
的

知
識

及
び

技
術

等
の

能
力

に
つ

い
て

記
述

式
に

よ
る

筆
記

試
験

を
し

ま
す

。

　
　

　
　

　
（

１
時

間
30分

　
100点

）

　
　

　
　

　
試

験
区

分
ご

と
の

出
題

分
野

は
別

表
２

の
と

お
り

で
す

。

　
　

　
ウ

　
適

性
検

査

　
　

　
　

　
職

務
の

遂
行

に
必

要
な

適
応

性
に

つ
い

て
性

格
検

査
を

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
な

お
、

検
査

結
果

は
、

面
接

試
験

の
参

考
資

料
に

し
ま

す
。

　
　

　
エ

　
面

接
試

験

　
　

　
　

 　
人

物
に

つ
い

て
集

団
討

論
及

び
個

別
面

接
（

１
回

20分
～

30分
程

度
の

面
接

を
３

回
実

施
）

に

よ
る

試
験

を
し

ま
す

。

　
　

　
　

　
（

事
務

系
職

種
：

340点
、

技
術

系
職

種
：

300点
）

　
　

ウ
　

合
格

者
の

決
定

方
法

　
　

　
 　

最
終

合
格

者
は

第
１

次
試

験
及

び
第

２
次

試
験

の
得

点
を

合
計

し
た

総
合

得
点

の
高

得
点

順
に

決

定
し

ま
す

。

　
　

　
 　

ま
た

、
各

試
験

種
目

に
は

そ
れ

ぞ
れ

合
格

基
準

が
あ

り
、

そ
の

合
格

基
準

に
達

し
な

い
場

合
は

不

合
格

と
な

り
ま

す
。

し
た

が
っ

て
、

総
合

得
点

及
び

総
合

順
位

が
上

位
で

あ
っ

て
も

不
合

格
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

な
お

、
合

格
基

準
は

大
分

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

て
い

ま
す

。

　
⑶

　
試

験
結

果
の

発
表

試
　

験
発

表
の

時
期

発
　

表
　

の
　

方
　

法

第
１

次
試

験
平

成
30年

７
月

３
日

（
火

）

午
前

９
時

合
格

者
に

は
合

格
通

知
書

を
郵

送
し

ま
す

。
ま

た
､

合
格

者
の

受
験

番
号

は
､「

県
政

掲
示

板
」（

大
分

県
庁

舎
本

館

１
階

県
政

展
示

ホ
ー

ル
）

に
掲

示
す

る
と

と
も

に
､

大
分

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

ま
す

。
第

２
次

試
験

平
成

30年
８

月
下

旬

　
注

１
 　

合
格

者
に

郵
送

す
る

合
格

通
知

書
は

、
延

着
又

は
不

着
と

な
る

場
合

が
あ

る
の

で
、

必
ず

「
県

政

掲
示

板
」

又
は

大
分

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

　
注

２
 　

第
１

次
試

験
合

格
者

に
郵

送
す

る
第

１
次

試
験

合
格

通
知

書
に

お
い

て
、

第
２

次
試

験
の

日
時

、

場
所

等
を

指
定

す
る

の
で

、
第

１
次

試
験

合
格

通
知

書
が

７
月

５
日

（
木

）
ま

で
に

到
着

し
な

い
場

合
は

、
直

ち
に

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

七

大
分
県
報
（
公
告
）

４
　

試
験

結
果

の
情

報
提

供

　
⑴

　
口

頭
に

よ
る

開
示

請
求

　
　

 　
大

分
県

個
人

情
報

保
護

条
例

（
平

成
13年

大
分

県
条

例
第

45号
）

第
21条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

口
頭

で
開

示
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
受

験
者

本
人

が
、

本
人

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

（
運

転
免

許
証

、
学

生
証

、
パ

ス
ポ

ー
ト

等
（

原
則

と
し

て
顔

写
真

付
き

の
も

の
）

）
を

持
参

の
上

、

午
前

８
時

30分
か

ら
午

後
５

時
15分

ま
で

の
間

に
、

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
ま

で
直

接
お

い
で

く

だ
さ

い
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
き

ま
す

。
）

。

試
　

験
開

示
請

求
で

き
る

者
開

示
内

容
開

示
期

間
開

示
場

所

第
１

次
試

験
第

１
次

試
験

不
合

格
者

 

（
途

中
棄

権
者

を
除

く
。

）

試
験

種
目

別
得

点
、

総
合

得
点

及
び

総

合
順

位

合
格

発
表

の
日

か

ら
起

算
し

て
１

月

間

大
分

県
人

事
委

員

会
事

務
局

（
大

分

県
市

町
村

会
館

６

階
）

第
２

次
試

験
第

２
次

試
験

受
験

者

　
⑵

　
郵

送
に

よ
る

情
報

提
供

　
　

 　
郵

送
で

も
試

験
結

果
の

情
報

を
提

供
し

ま
す

。
希

望
者

は
、

住
所

、
氏

名
、

試
験

区
分

及
び

受
験

番

号
を

記
載

し
た

返
信

用
長

形
３

号
封

筒
（

235m
m

×
120m

m
）

を
用

意
し

、
392円

（
簡

易
書

留
相

当
）

分
の

切
手

を
貼

り
、

第
１

次
試

験
当

日
に

持
参

し
て

く
だ

さ
い

。
提

供
す

る
内

容
は

⑴
の

口
頭

に

よ
る

開
示

請
求

と
同

じ
で

す
。

５
　

採
用

及
び

給
与

　
⑴

　
合

格
か

ら
採

用
ま

で

　
　

ア
 　

最
終

合
格

者
は

、
大

分
県

人
事

委
員

会
の

採
用

候
補

者
名

簿
（

原
則

と
し

て
確

定
後

１
年

間
有

効
）

に
成

績
順

に
登

載
さ

れ
ま

す
。

大
分

県
人

事
委

員
会

は
、

任
命

権
者

（
知

事
、

教
育

委
員

会
及

び
警

察
本

部
長

）
か

ら
の

請
求

に
応

じ
て

採
用

候
補

者
を

成
績

順
に

提
示

し
、

任
命

権
者

が
そ

の
中

か
ら

採
用

者
を

決
定

し
ま

す
。

　
　

イ
 　

採
用

予
定

時
期

は
原

則
と

し
て

平
成

31年
４

月
１

日
以

降
で

す
が

、
既

卒
者

に
つ

い
て

は
そ

れ
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
る

こ
と

も
あ

り
ま

す
。

　
　

ウ
　

受
験

資
格

が
な

い
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

は
、

合
格

を
取

り
消

し
ま

す
。

　
　

エ
 　

「
警

察
事

務
」

に
つ

い
て

は
、

採
用

後
警

察
学

校
に

お
い

て
１

月
間

の
教

育
訓

練
を

受
け

、
修

了

後
は

警
察

署
等

に
勤

務
し

ま
す

。

　
⑵

　
給

与

　
　

ア
　

給
料

月
額

　
　

　
 　

上
級

試
験

「
行

政
」

で
採

用
さ

れ
た

者
の

初
任

給
の

例
‥

‥
1
8
5
,8

0
0
円

（
平

成
3
0
年

４
月

１
日

現
在

）

　
　

　
 　

な
お

、
職

歴
を

有
す

る
者

又
は

大
学

の
専

攻
科

若
し

く
は

大
学

院
を

修
了

し
た

者
等

は
、

条
件

に

応
じ

て
加

算
さ

れ
ま

す
。

　
　

イ
　

給
料

以
外

の
主

な
諸

手
当

　
　

　
 　

勤
務

態
様

等
に

応
じ

て
、

扶
養

手
当

、
住

居
手

当
、

通
勤

手
当

、
時

間
外

勤
務

手
当

、
期

末
手

当
、 

勤
勉

手
当

等
が

支
給

さ
れ

ま
す

。

６
　

日
本

国
籍

を
有

し
な

い
者

の
任

用

　
 　

日
本

国
籍

を
有

し
な

い
者

の
任

用
に

当
た

っ
て

は
、

「
公

権
力

の
行

使
又

は
公

の
意

思
形

成
へ

の
参

画

に
携

わ
る

職
に

は
就

け
な

い
」

と
い

う
公

務
員

の
基

本
原

則
に

沿
っ

た
任

用
が

行
わ

れ
ま

す
。

　
 　

次
の

よ
う

な
「

公
権

力
の

行
使

又
は

公
の

意
思

形
成

へ
の

参
画

に
携

わ
る

職
」

に
該

当
す

る
職

務
に

従

事
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
が

、
そ

れ
以

外
の

職
務

に
は

従
事

で
き

ま
す

。

　
　

（
公

権
力

の
行

使
に

該
当

す
る

主
な

職
務

の
例

）

　
　

　
・

税
の

賦
課

決
定

、
徴

収
及

び
滞

納
処

分

　
　

　
・

法
令

（
条

例
及

び
規

則
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
に

基
づ

く
許

認
可

（
法

人
設

立
認

可
等

）

　
　

　
・

法
令

に
基

づ
く

行
政

上
の

即
時

強
制

、
立

入
検

査
及

び
取

締
り

　
　

　
・

公
物

管
理

権
に

基
づ

く
権

力
作

用
の

行
為

（
施

設
の

使
用

許
可

、
立

入
許

可
等

）

　
　

　
・

法
令

に
基

づ
く

補
助

金
、

交
付

金
、

貸
付

金
等

の
決

定
事

務

　
　

　
・

 そ
の

他
行

政
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
法

令
に

よ
っ

て
認

め
ら

れ
た

権
能

に
基

づ
い

て
一

方
的

な

判
断

で
県

民
の

権
利

義
務

そ
の

他
法

的
地

位
を

具
体

的
に

決
定

す
る

行
為

　
　

（
公

の
意

思
形

成
へ

の
参

画
に

携
わ

る
職

）

　
　

　
 　

部
長

級
、

次
長

級
、

課
長

級
等

の
職

の
う

ち
、

県
行

政
に

つ
い

て
企

画
、

立
案

及
び

決
定

に
参

画

す
る

職
が

該
当

し
ま

す
。

　
　

　
　

詳
し

く
は

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

７
　

受
験

手
続

 　
⑴

  申
込

書
等

の
請

求

    　
  申

込
書

等
は

次
の

県
の

機
関

で
配

布
し

ま
す

。

機
　

　
関

　
　

名
所

　
　

　
在

　
　

　
地

　
　

　
等

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
〒

870－
0022　

大
分

市
大

手
町

２
－

３
－

12（
大

分
県

市
町

村
会

館
６

階
）

電
話

　
097－

506－
5212

大
分

県
東

部
振

興
局

〒
873－

0504　
国

東
市

国
東

町
安

国
寺

786－
１

国
東

総
合

庁
舎

）

電
話

　
0978－

72－
1212

大
分

県
南

部
振

興
局

〒
876－

0813　
佐

伯
市

長
島

町
１

－
２

－
１

（
佐

伯
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0972－

22－
0390
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八

大
分
県
報
（
公
告
）

大
分

県
豊

肥
振

興
局

〒
878－

0013　
竹

田
市

大
字

竹
田

字
山

手
1501－

２
（

竹
田

総
合

庁
舎

）

電
話

　
0974－

63－
1171

大
分

県
西

部
振

興
局

〒
877－

0004　
日

田
市

城
町

１
－

１
－

10（
日

田
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0973－

23－
2200

大
分

県
北

部
振

興
局

〒
879－

0454　
宇

佐
市

大
字

法
鏡

寺
235－

１
（

宇
佐

総
合

庁
舎

）

電
話

　
0978－

32－
1170

豊
後

高
田

土
木

事
務

所
〒

879－
0621　

豊
後

高
田

市
是

永
町

39（
豊

後
高

田
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0978－

22－
2285

別
府

土
木

事
務

所
〒

874－
0840　

別
府

市
大

字
鶴

見
字

下
田

井
14－

１

電
話

　
0977－

67－
0211

臼
杵

土
木

事
務

所
〒

875－
0041　

臼
杵

市
大

字
臼

杵
字

洲
崎

72－
254

電
話

　
0972－

63－
4136

豊
後

大
野

土
木

事
務

所
〒

879－
7131　

豊
後

大
野

市
三

重
町

市
場

1123（
豊

後
大

野
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0974－

22－
1056

玖
珠

土
木

事
務

所
〒

879－
4413　

玖
珠

郡
玖

珠
町

大
字

塚
脇

137－
１

（
玖

珠
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0973－

72－
1152

中
津

土
木

事
務

所
〒

871－
0024　

中
津

市
中

央
町

１
－

５
－

16（
中

津
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0979－

22－
2110

大
分

県
東

京
事

務
所

〒
104－

0061　
東

京
都

中
央

区
銀

座
２

－
２

－
２

（
ヒ

ュ
ー

リ
ッ

ク
西

銀

座
ビ

ル
６

階
）

電
話

　
03－

6862－
8787

大
分

県
大

阪
事

務
所

〒
530－

0001　
大

阪
市

北
区

梅
田

１
－

１
－

３
－

2100（
大

阪
駅

前
第

３

ビ
ル

21階
）

電
話

　
06－

6345－
0071

大
分

県
福

岡
事

務
所

〒
810－

0001　
福

岡
市

中
央

区
天

神
２

－
14－

８
（

福
岡

天
神

セ
ン

タ
ー

ビ
ル

10階
）

電
話

　
092－

721－
0041

大
分

県
立

図
書

館
〒

870－
0008　

大
分

市
王

子
西

町
14－

１

電
話

　
097－

546－
9972

注
 　

郵
便

で
請

求
す

る
場

合
は

、
140円

切
手

を
貼

っ
た

宛
先

明
記

の
返

信
用

角
形

２
号

封
筒

（
240m

m
×

332m
m

）
を

同
封

し
、

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
に

請
求

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

封
筒

の
表

左
側

に
､「

上
級

・
医

療
Ⅰ

受
験

案
内

請
求

」
と

赤
書

き
し

て
く

だ
さ

い
。

　
⑵

　
受

付
期

間

　
　

ア
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

　
　

　
　

平
成

30年
５

月
７

日
（

月
）

～
５

月
25日

（
金

）

　
　

　
注

　
受

付
期

間
中

に
正

常
に

到
達

し
た

も
の

に
限

り
受

け
付

け
ま

す
。

　
　

イ
　

郵
送

に
よ

る
申

込
み

の
場

合

　
　

　
　

平
成

30年
５

月
７

日
（

月
）

～
５

月
25日

（
金

）

　
　

　
注

 　
郵

送
さ

れ
た

申
込

書
は

、
５

月
2
5
日

（
金

）
ま

で
の

消
印

が
あ

る
も

の
に

限
り

受
け

付
け

ま
 

す
。

　
⑶

　
申

込
書

の
提

出

　
　

ア
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

　
　

　
 　

大
分

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
申

込
画

面
上

の
注

意
事

項
を

十
分

確
認

の
上

、
直

接
申

し
込

ん
で

く

だ
さ

い
。

申
込

み
を

正
常

に
受

け
付

け
た

際
に

は
「

申
請

受
付

の
お

知
ら

せ
」

を
電

子
メ

ー
ル

で
返

信
す

る
の

で
、

必
ず

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
返

信
が

届
か

な
い

場
合

は
、

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
ま

で
連

絡
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

イ
　

郵
送

に
よ

る
申

込
み

の
場

合

　
　

　
 　

所
定

の
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

受
験

票
の

所
定

欄
に

62円
切

手
を

貼
っ

て
、

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
宛

て
郵

送
し

て
く

だ
さ

い
。

封
筒

の
表

左
側

に
「

上
級

・
医

療
Ⅰ

受
験

」
と

赤
書

き
し

、
郵

便
局

の
窓

口
に

持
参

し
て

簡
易

書
留

の
手

続
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

簡
易

書
留

の
受

領
証

は
受

験
票

が
届

く
ま

で
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

　
　

な
お

、
申

込
時

に
は

写
真

を
貼

ら
な

い
で

く
だ

さ
い

。

　
⑷

　
申

込
者

へ
の

受
験

票
の

送
付

　
　

 　
郵

送
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

は
、

試
験

会
場

を
指

定
の

上
、

６
月

上
旬

に
申

込
者

へ
受

験
票

を
郵

送

し
ま

す
。

ま
た

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
申

込
み

の
場

合
は

、
６

月
上

旬
に

電
子

メ
ー

ル
で

受
験

票
を

送
信

す
る

の
で

、
各

自
で

印
刷

し
、

通
常

は
が

き
の

大
き

さ
・

厚
さ

の
紙

に
貼

り
付

け
て

く
だ

さ
 

い
。

　
　

 　
な

お
、

６
月

13日
（

水
）

ま
で

に
受

験
票

が
届

か
な

い
場

合
は

、
大

分
県

人
事

委
員

会
事

務
局

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

　
⑸

　
そ

の
他

　
　

　
受

験
票

は
写

真
を

貼
っ

た
上

、
第

１
次

試
験

当
日

に
必

ず
持

参
し

て
く

だ
さ

い
。

８
　

受
験

上
の

配
慮

　
 　

身
体

に
障

が
い

等
が

あ
り

、
受

験
上

の
配

慮
（

車
い

す
使

用
、

点
字

、
拡

大
文

字
等

）
を

希
望

す
る

場

合
は

、
申

込
時

に
あ

ら
か

じ
め

そ
の

旨
を

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
に

申
し

出
る

と
と

も
に

、
申

込
書

の
「

受
験

上
の

要
望

事
項

」
の

欄
に

そ
の

旨
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

　
 　

な
お

、
点

字
に

よ
る

受
験

は
、

試
験

区
分

「
行

政
」

及
び

「
教

育
事

務
」

に
限

り
ま

す
。

ま
た

、
試

験

会
場

は
大

分
会

場
の

み
と

し
、

試
験

時
間

等
が

異
な

り
ま

す
。

９
　

問
合

せ
先

ほ
か

　
　

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
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大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

　
電

話
　

097－
506－

5212

　
　

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
大

分
県

職
員

採
用

情
報

」

　
　

　
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/site/saiy

ou
zy

ou
h
ou

/

別
表

１

種
　

類
試

 験
 区

 分
出

　
　

　
題

　
　

　
分

　
　

　
野

上
　

級
行

政
政

治
学

、
行

政
学

、
憲

法
、

行
政

法
、

民
法

、
刑

法
、

労
働

法
、

経
済

学
、

経
営

学
、

財
政

学
、

社
会

政
策

、
国

際
関

係
教

育
事

務

警
察

事
務

司
書

生
涯

学
習

概
論

、
図

書
館

概
論

（
図

書
館

制
度

を
含

む
。

）
、

図
書

館
経

営
論

、

図
書

館
サ

ー
ビ

ス
論

、
情

報
サ

ー
ビ

ス
論

、
図

書
館

情
報

資
源

論
、

情
報

資
源

組

織
論

、
児

童
サ

ー
ビ

ス
論

建
築

数
学

・
物

理
、

構
造

力
学

、
材

料
学

、
環

境
原

論
、

建
築

史
、

建
築

構
造

、
建

築

計
画

、
都

市
計

画
、

建
築

設
備

、
建

築
施

工

化
学

数
学

・
物

理
、

物
理

化
学

、
分

析
化

学
、

無
機

化
学

・
無

機
工

業
化

学
、

有
機

化

学
・

有
機

工
業

化
学

、
化

学
工

学

農
業

栽
培

学
汎

論
、

作
物

学
、

園
芸

学
、

育
種

遺
伝

学
、

植
物

病
理

学
、

昆
虫

学
、

土

壌
肥

料
学

、
植

物
生

理
学

、
畜

産
一

般
、

農
業

経
済

一
般

畜
産

家
畜

育
種

学
、

家
畜

繁
殖

学
、

家
畜

生
理

学
、

家
畜

飼
養

学
、

家
畜

栄
養

学
、

飼

料
学

、
家

畜
管

理
学

、
畜

産
物

利
用

学
、

畜
産

経
営

一
般

林
業

森
林

政
策

・
森

林
経

営
学

、
造

林
学

（
森

林
生

態
学

、
森

林
保

護
学

を
含

む
。

）
、

林
業

工
学

、
林

産
一

般
、

砂
防

工
学

水
産

水
産

事
情

・
水

産
経

済
・

水
産

法
規

、
水

産
環

境
科

学
、

水
産

生
物

学
、

水
産

資

源
学

、
漁

業
学

、
増

養
殖

学
、

水
産

化
学

、
水

産
利

用
学

総
合

土
木

数
学

・
物

理
、

応
用

力
学

、
水

理
学

、
土

質
工

学
、

測
量

、
都

市
計

画
、

土
木

計

画
、

材
料

・
施

工
、

土
壌

物
理

、
農

業
水

利
・

土
地

改
良

・
農

村
環

境
整

備
、

農

業
土

木
構

造
物

、
農

業
機

械
、

農
学

一
般

機
械

数
学

・
物

理
、

材
料

力
学

、
流

体
力

学
、

熱
力

学
、

電
気

工
学

、
機

械
力

学
・

制

御
、

機
械

設
計

、
機

械
材

料
、

機
械

工
作

電
気

数
学

・
物

理
、

電
磁

気
学

・
電

気
回

路
、

電
気

計
測

・
制

御
、

電
気

機
器

・
電

力

工
学

、
電

子
工

学
、

情
報

・
通

信
工

学

医
療

免

許
資

格

職
Ⅰ

管
理

栄
養

士
社

会
・

環
境

と
健

康
、

人
体

の
構

造
と

機
能

及
び

疾
病

の
成

り
立

ち
、

食
べ

物
と

健
康

、
基

礎
栄

養
学

、
応

用
栄

養
学

、
栄

養
教

育
論

、
臨

床
栄

養
学

、
公

衆
栄

養

学
、

給
食

経
営

管
理

論

保
健

師
公

衆
衛

生
看

護
学

、
疫

学
、

保
健

統
計

学
、

保
健

医
療

福
祉

行
政

論

別
表

２

種
類

試
験

区
分

出
　

　
　

題
　

　
　

分
　

　
　

野

上
　

級
司

書
図

書
館

制
度

・
経

営
論

、
図

書
館

サ
ー

ビ
ス

概
論

、
情

報
サ

ー
ビ

ス
論

、
児

童
サ

ー
ビ

ス
論

建
築

建
築

計
画

、
構

造
力

学
、

建
築

構
造

、
建

築
法

規
、

建
築

施
工

化
学

分
析

化
学

、
無

機
化

学
、

有
機

化
学

、
環

境
工

学

農
業

栽
培

学
汎

論
、

植
物

生
理

学
、

農
業

経
済

学
、

農
村

社
会

学

畜
産

家
畜

繁
殖

学
、

家
畜

飼
養

学
、

飼
料

学
、

畜
産

経
営

一
般

林
業

森
林

政
策

・
森

林
経

営
学

、
造

林
学

（
森

林
生

態
学

、
森

林
保

護
学

を
含

む
。

）
、

林
業

工
学

水
産

水
産

生
物

学
、

水
産

資
源

学
、

増
養

殖
学

、
水

産
経

済
学

総
合

土
木

土
質

工
学

、
構

造
力

学
、

水
理

学
、

土
木

計
画

（
河

川
・

道
路

・
都

市
計

画
）

、

建
設

環
境

、
測

量
学

、
農

業
水

利
、

農
村

環
境

整
備

、
農

業
土

木
構

造
物

、
農

地

工
学

機
械

材
料

力
学

、
機

械
力

学
（

制
御

を
含

む
。

）
、

流
体

力
学

、
熱

力
学

（
熱

機
関

を

含
む

。
）

電
気

電
磁

気
学

、
電

気
回

路
、

電
気

計
測

・
制

御
、

電
力

工
学

、
電

気
機

器
工

学

医
療

免

許
資

格

職
Ⅰ

管
理

栄
養

士
栄

養
教

育
論

、
臨

床
栄

養
学

、
公

衆
栄

養
学

保
健

師
公

衆
衛

生
看

護
学

、
疫

学
、

保
健

統
計

学
、

保
健

医
療

福
祉

行
政

論

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

プ
ロ
キ
シ
及
び
メ
ー
ル
サ
ー
バ
等
一
式

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　
　

㈠ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

一
〇

大
分
県
報
（
公
告
）

る
者
に
該
当
す
る
場
合

　
　

㈡ 　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て

い
な
い
場
合

　
　

㈢　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

　
　

㈣　

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

　
　

㈤　

営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合

　
　

㈥ 　

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。）
が
、
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
が
経
営

を
支
配
し
、
若
し
く
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
企
業
若
し
く
は
団
体
を
い
う
。）
で
あ
る
場

合

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠ 　

年
間
契
約
実
績
（
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
調
達
契
約
の
入
札
日
（
以
下

「
基
準
日
」
と
い
う
。）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度
（
決
算
が
基
準
日
ま
で
に
確
定
し

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
営
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。）
の

販
売
等
の
実
績
を
い
う
。）

　
　

㈡　

経
営
規
模

　
　
　

ア　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。）

　
　
　

イ　

従
業
員
数
（
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。）

　
　
　

ウ 　

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
物
品
の
製
造

を
業
と
す
る
者
に
限
る
。）

　
　

㈢　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。）

　
　

㈣ 　

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値

を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
入
手
、
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
〇

－

八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七

－

五
○
六

－

二
九
五
七

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
五
月
二
日
（
水
曜
日
）
ま
で
と
す
る
。

　
　

 　

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　

資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/sosh

ik
i/20100/n

y
u
satsu

2015.h
tm

l

六　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１ 　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
間
の

範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
期
間
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

告
示
第
二
条
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢ 　

告
示
第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
に
お
い
て
、
申
請
書
又
は
そ
の
添
付

書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

　
　

㈣ 　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
、
贈
賄
等
に
よ
り
逮
捕
若
し
く
は
起
訴
さ
れ
、
又
は
暴
力
団

関
係
者
に
対
し
て
金
銭
、
物
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
を
与
え
た
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈤ 　

印
刷
の
請
負
に
お
い
て
、
契
約
の
履
行
を
契
約
担
当
者
の
承
諾
を
受
け
る
こ
と
な
く
第
三
者
に
委

託
し
、
若
し
く
は
一
括
し
て
請
け
負
わ
せ
、
又
は
権
利
を
譲
渡
し
、
若
し
く
は
義
務
を
引
き
受
け
さ

せ
た
と
判
明
し
た
場
合

　

２ 　

１
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

平
成

3
0
年

４
月

2
0日



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

一
一

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
知

事
　

　
広

　
　

　
瀬

　
　

　
勝

　
　

　
貞

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
内

容
　

プ
ロ

キ
シ

及
び

メ
ー

ル
サ

ー
バ

等
一

式
に

係
る

賃
貸

借

　
　

　
詳

細
は

「
プ

ロ
キ

シ
及

び
メ

ー
ル

サ
ー

バ
等

一
式

に
係

る
賃

貸
借

契
約

仕
様

書
」

の
と

お
り

。

　
⑵

　
契

約
期

間

　
　

　
平

成
3
0
年

10月
１

日
（

月
）

か
ら

平
成

3
5
年

９
月

3
0日

（
土

）
ま

で
の

長
期

継
続

契
約

と
す

る
。

　
⑶

　
納

入
期

限

　
　

　
平

成
3
0
年

９
月

14日
（

金
）

ま
で

２
　

大
分

県
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

の
利

用

　
 　

本
案

件
は

、
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

で
行

う
。

ま
た

、
入

札
に

係
る

事
項

は
、

こ
の

公
告

に
定

め
る

も

の
の

ほ
か

運
用

基
準

に
よ

る
。

　
 　

な
お

、
紙

に
よ

る
入

札
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
入

札
書

を
下

記
10に

掲
げ

る
提

出
場

所
及

び
提

出
期

限

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
。

３
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
 　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
及

び
大

分
県

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
上

に
平

成
3
0
年

５
月

3
0日

（
水

）
ま

で
入

札
説

明
書

を
掲

載
す

る
こ

と
に

よ
り

契
約

条
項

を
示

す
。

４
　

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

日
時

　
　

上
記

３
に

同
じ

５
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

　
　

〒
870

-8
5
01　

大
分

県
大

分
市

大
手

町
三

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
　

　
　

　
　

大
分

県
商

工
労

働
部

情
報

政
策

課
　

地
域

情
報

化
推

進
班

　
　

　
　

　
　

　
　

電
話

　
　

0
9
7－

5
0
6－

2
0
69

　
　

　
　

　
　

　
　

Ｆ
Ａ

Ｘ
　

 0
9
7－

5
0
6－

172
8

６
　

入
札

参
加

条
件

　
　

次
の

要
件

を
全

て
満

た
す

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑴

　
地

方
自

治
法

施
行

令（
昭

和
2
2
年

政
令

第
16号

）
第

167条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑵

 　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
製

造
の

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必

要
な

資
格

の
う

ち
、

リ
ー

ス
・

レ
ン

タ
ル

と
し

て
の

業
種

登
録

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑶

 　
こ

の
公

告
の

日
か

ら
下

記
11に

掲
げ

る
開

札
ま

で
の

間
に

、
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
製

造
の

請

負
及

び
買

入
れ

等
に

係
る

競
争

入
札

参
加

資
格

を
有

す
る

者
に

対
す

る
指

名
停

止
の

措
置

を
受

け
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑷

 　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

の
各

号
に

掲
げ

る
者

が
、

そ
の

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

こ
と

。

　
　

ア
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

7
7号

）
第

２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）

　
　

イ
　

暴
力

団
員
（

同
法

第
２

条
第

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

・
使

用
し

て
い

る
者

　
　

オ
 　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約
等

を
締

結
し

て
い

る
者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

又
は

便
宜

を
供

与
し

て
い

る
者

　
　

キ
 　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非
難

さ
れ

る

関
係

を
有

し
て

い
る

者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

　
　

　
な

お
、

資
格

要
件

確
認

の
た

め
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

場
合

が
あ

る
。

　
⑸

 　
大

分
県

物
品

等
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

事
前

に
入

札
参

加
申

請
を

行
い

、
入

札
参

加
の

承
認

を
受

け
た

者

　
⑹

 　
機

能
等

証
明

書
（

入
札

説
明

書
に

添
付

）
を

、
平

成
3
0
年

５
月

21日
（

月
）

午
前

10
時

0
0
分

ま
で

に
大

分
県

商
工

労
働

部
情

報
政

策
課

地
域

情
報

化
推

進
班

に
提

出
し

、
納

入
し

よ
う

と
す

る
物

品
の

機
能

等
が

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
の

証
明

を
受

け
た

者

７
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
も

の
に

必
要

な
資

格
を

有
す

る
か

ど
う

か
の

審
査

を
申

請
す

る
時

期
及

び
場

所

　
 　

上
記

６
の

⑵
に

掲
げ

る
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
で

入
札

を
希

望
す

る
者

は
、

競
争

入
札

参
加

資
格

審
査

申
請

書
に

必
要

な
書

類
を

添
付

し
て

、
次

に
掲

げ
る

時
期

及
び

場
所

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
　

 　
平

成
3
0
年

４
月

2
0日

（
金

）
か

ら
同

年
５

月
２

日
（

水
）

ま
で

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

国
民

の
祝

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
3
年

法
律

第
178号

）
に

規
定

す
る

休
日

を
除

く
。）

の
午

前
９

時
0
0
分

か
ら

午
後

５

時
0
0
分

ま
で

。

　
⑵

　
申

請
書

類
の

入
手

場
所

及
び

提
出

先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班

　
　

　
〒

870－
8
5
01　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号

　
　

　
電

話
　

0
9
7－

5
0
6－

2
9
57

　
　

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita
.jp

/sosh
ik

i/2
010

0/n
y
u
satsu

2
015

.h
tm

l

８
　

大
分

県
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

及
び

契
約

の
事

務
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

一
二

大
分
県
報
（
公
告
）

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨

９
　

大
分

県
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
入

札
金

額
の

入
力

期
間

　
　

入
札

参
加

の
承

認
を

受
け

た
日

か
ら

平
成

3
0
年

５
月

3
0日

（
水

）
17時

0
0
分

ま
で

10　
紙

に
よ

る
入

札
参

加
を

希
望

す
る

場
合

の
入

札
書

の
提

出
場

所
及

び
提

出
期

限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
商

工
労

働
部

情
報

政
策

課
地

域
情

報
化

推
進

班

　
⑵

　
提

出
期

限
　

平
成

3
0
年

５
月

3
0日

（
水

）
午

前
11時

　
　

　
　

　
　

　
　

 た
だ

し
、

郵
送

の
場

合
は

書
留

郵
便

と
し

、
平

成
3
0
年

５
月

2
9日

（
火

）
17時

0
0
分

ま
で

に
必

着
す

る
こ

と
。

11　
開

札
の

方
法

　
　

開
札

は
、

大
分

県
物

品
等

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

　
⑴

　
開

札
場

所

　
　

　
上

記
５

に
掲

げ
る

担
当

部
局

　
⑵

　
開

札
日

時

　
　

　
平

成
3
0
年

５
月

31日
（

木
）

午
前

10
時

　
⑶

　
再

度
入

札

　
　

 　
開

札
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
な

い
と

き
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

167条
の

８
第

４
項

の

規
定

に
よ

り
再

度
の

入
札

を
行

う
。

　
　

 　
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

再
度

の
入

札
は

、
入

札
金

額
の

入
力

期
間

、
開

札
日

及
び

最
低

入
札

価
格

を
別

途
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

12　
入

札
保

証
金

　
　

免
除

と
す

る
。

13　
入

札
の

無
効

　
 　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

3
9
年

大
分

県
規

則
第

2
2
号

）
第

2
7条

に
規

定
す

る
事

項
の

ほ
か

、
入

札

に
関

す
る

条
件

に
違

反
し

た
入

札
は

無
効

と
す

る
。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

の
な

い
も

の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

14　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項

　
　

設
定

し
な

い
。

15　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

 　
有

効
な

入
札

書
を

提
出

し
た

者
で

、
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

し
た

者
を

契
約

の
相

手
方

と
す

る
。

　
⑵

 　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

直
ち

に
、

大
分

県
物

品
等

電
子

入

札
シ

ス
テ

ム
に

装
備

さ
れ

て
い

る
電

子
く

じ
に

よ
り

落
札

者
を

決
定

す
る

。

　
⑶

 　
再

度
入

札
を

し
て

も
、

落
札

者
が

な
い

と
き

又
は

落
札

者
が

契
約

を
結

ば
な

い
と

き
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

167 条
の

２
第

８
項

又
は

第
９

項
の

規
定

に
よ

り
随

意
契

約
を

行
う

も
の

と
す

る
。

16　
契

約
保

証
金

　
 　

落
札

者
は

、契
約

担
当

者
が

指
定

す
る

日
時

ま
で

に
、契

約
金

額
（

年
額

）
の

10
0
分

の
10以

上
の

金
額
（

現

金
に

代
え

大
分

県
契

約
事

務
規

則
第

第
５

条
第

２
項

に
規

定
す

る
担

保
の

提
供

で
も

可
）

を
納

付
す

る
こ

と
。

　
　

た
だ

し
、

次
の

ア
又

は
イ

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

契
約

保
証

金
を

免
除

す
る

。

　
ア

 　
契

約
保

証
金

以
上

の
金

額
に

つ
き

、
保

険
会

社
と

の
間

に
大

分
県

を
被

保
険

者
と

す
る

契
約

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

、
そ

の
保

険
証

券
を

提
出

し
た

と
き

。

　
イ

 　
過

去
２

カ
年

間
に

、
国

又
は

都
道

府
県

と
、

こ
の

契
約

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約
を

２

回
以

上
に

わ
た

っ
て

締
結

し
、

か
つ

、
こ

れ
ら

を
す

べ
て

誠
実

に
履

行
し

た
も

の
に

つ
い

て
、

そ
の

者
が

契
約

を
履

行
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き

17　
そ

の
他

　
　

そ
の

他
の

詳
細

は
、

入
札

説
明

書
に

よ
る

。

　
　

こ
の

調
達

は
、

世
界

貿
易

機
関

（
W

T
O

）
に

基
づ

く
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

。

18　
S
u
m

m
a
ry

　
⑴

　
N

atu
re a

n
d
 q

u
a
n
tity

 of th
e p

rod
u
cts to b

e ren
ted

　
　

　
A

 set of lease su
ch

 as p
rox

y
 serv

er a
n
d
 m

a
il serv

er

　
⑵

　
D

eliv
ery

 D
ead

lin
e

　
　

　
S
ep

tem
b
er 14 , 2

018

　
⑶

　
D

eliv
ery

 P
lace

　
　

　
T

h
e p

lace th
at G

ov
ern

or of O
ita P

refectu
re sp

ecify

　
⑷

　
T

im
e lim

it for ten
d
er

　
　

　
10

:0
0 a

.m
. M

ay
 3

0 , 2
018

　
⑸

　
D

ep
a
rtm

en
t resp

on
sib

le for th
e con

tract

　
　

　
D

ep
a
rtm

en
t of C

om
m

erce, In
d
u
stry

 a
n
d
 L

ab
or

　
　

　
In

form
ation

 P
olicy

 D
iv

ision

　
　

　
O

ita P
refectu

ra
l G

ov
ern

m
en

t

　
　

　
3
-1-1, O

tem
ach

i, O
ita-sh

i, O
ita

, 870
-8

5
01, Jap

a
n



平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

一
三

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

　
T

E
L
 0

9
7-5

0
6
-2

0
69

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容

を
保
安
林
の
所
在
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

所　

在　

の　

不　

分　

明　

な　

者　

の　

氏　

名

掲　

示　

場　

所

工
藤
三
作
、
阿
南
ミ
カ

竹
田
市
役
所

二　

通
知
の
要
旨

　

 　

平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日
付
け
森
保
第
三
百
八
十
三
号
の
一
で
通
知
し
た
指
定
予
定
保
安
林
に
つ
い

て
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日
付
け
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
二
十
一
号
で
保

安
林
に
指
定
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
通
知


